
１．はじめに

本工事場所となる三重県東紀州地域は全国でも
有数の豪雨地帯で、唯一の一般国道４２号線も雨量
規制区間があることから、台風などの災害時に
度々陸の孤島になるといった問題を抱えていた。
本工事は、一般国道４２号線の通行規制区間の代
替路線として建設されている三重県北牟婁郡紀北
町と尾鷲市を結ぶ海山 ICのうち、Aランプ橋お
よびDランプ橋の工事である。
工事概要
�１ 工 事 名：平成２１年度 紀勢線海山 IC橋鋼

上部工事
�２ 発 注 者：中部地方整備局 紀勢国道事務所
�３ 工事場所：三重県北牟婁郡紀北町地内
�４ 工 期：平成２１年９月１５日～

平成２３年８月３１日
�５ 橋梁形式：
Aランプ橋 ４径間連続鈑桁橋
Dランプ橋 鋼４径間（連続鈑桁＋連続箱桁）橋
�６ 橋 長：Aランプ橋 １２９．７４８m

Dランプ橋 １６４．１３９m
�７ 支 間：
Aランプ橋２８．０４８＋３６．０００＋３６．０００＋２８．２００m
Dランプ橋３６．０１３＋４５．０００＋４５．０００＋３６．６２６m
�８ 有効幅員：Aランプ橋 ５．５m

Dランプ橋 ５．５～６．５m
�９ 鋼 重：Aランプ橋 １５９．７３６t

Dランプ橋 ３２３．２５５t
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多数の隣接業者の工事用道路が横断するヤードでの
架設作業

１０
施工計画

図―１ Ａランプ橋構造一般図

図―２ Ｄランプ橋構造一般図
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２．現場における問題点

【問題点１】
Aランプ橋およびDランプ橋の地組・架設を
施工するにあたって、作業ヤードとしては十分な
広さが確保されていると思われていたが、現地で
着工すると、ヤードの中に他業者が共用している
工事用道路が横断していた（図―３参照）。
本工事の工事場所へのアクセスとしては、国道
からの出入り口１箇所のみ大型車両の出入りが可
能であったが、同出入り口を使用する業者が５業
者あり、常に生コン車、コンクリートポンプ車お
よびダンプトラック等の工事車両の通路を確保す
る必要があった。
このために、隣接業者の通行車両台数、コンク
リート打設の工程および土砂搬入出工程と調整し
ながら主桁搬入、地組および架設日程を調整しな
ければならなかった。
【問題点２】
工事ヤード内のDランプ橋側において隣接業
者の残土置き場があったが、残土搬出が当初予定
していた工程より１ヶ月遅れていたため、Dラン
プ橋を架設する際に、残土範囲が当初計画してい
たベント設置位置、桁地組および架設ヤードに干
渉して使用できない状態であった。
また、残土の搬出時期が遅れたことにより、D
ランプ橋の架設工程と競合するため工程の調整を
はじめベント設置位置、桁搬入および架設順序を
検討しなければならなかった。
【問題点３】
町道は元々切り回しでの施工を行う予定であっ
たため、当初発注時には町道についての記載がな
かった。ヤードには干渉しない方向への切り回し
を当時予定していたが、用地未買収の問題が発生
したため切り回しがヤード側へ迂回したものであ
る。
この町道がヤード側に切り回しされたことによ
り、Aランプ橋、Dランプ橋と立体交差するが、
Dランプ橋において１ジョイントが町道上に位置

し、なおかつ桁下空間の建築限界（高さ３．８m）
が確保できない箇所があった。このため、隣接業
者の工事車両及び町道を通行する第３者の一般車
両が主桁に衝突する危険性があったので、車両の
主桁への衝突防止および注意喚起措置を講じなけ
ればならなかった。

図―３ ヤード平面図

図―４ Ａランプ架設要領図

図―５ Ｄランプ架設要領図
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３．対応策と適用結果

【問題点１への対応策】
Aランプ橋、Dランプ橋の各主桁架設ごとの
地組範囲、クレーン設置位置および架設ヤードの
位置関係について工事用道路と干渉していないか
確認し、使用上どうしても工事用道路を地組・架
設ヤードとして占用しなければならない場合につ
いては、必ず代替えとなる迂回路を設けて工事用
車両の通路を確保するように他業者と調整した結
果、工事車両の通行を妨げることなく、工程にお
いても遅滞なく進捗することができた。
【問題点２への対応策】
当初は P４橋脚およびDP３橋脚の間にベント
を１基設置して、P４橋脚からDP３橋脚に向け
て地組・架設する計画をしていたが、Dランプ橋
脇にある残土搬入出のための工事車両出入口が必
要となるので、桁下空間が一番広く取れる P４橋
脚からDP３橋脚の１径間分にあるベントを１基
無くして、残土搬入出車両の通行帯とした。Dラ
ンプ橋は曲率半径が小さいことから、R部の架設
位置を正確にベント上へ導くために P２橋脚上を
基点として架設を行った。先述のとおりDラン
プ橋はDP２橋脚を境に、P４橋脚からDP２橋脚
までの２径間が鈑桁、DP２橋脚からDA１橋台
までの２径間が箱桁の複合構造になっており、そ
のうちのDP２～DP１間の鈑桁部を先行して架
設し、桁位置の調整を行った。また、DP２橋脚
上は鈑桁構造から箱桁構造となる断面変化位置で
もあり支承構造も大きいため、調整ジャッキを据
付ける場所が無かったことから、DP２橋脚を挟
むようにベントを設置し、支点調整が出来る様に
した。
結果、残土搬出と架設作業を並行して作業でき
たことにより、工程が遅滞することなく施工を進
めていくことができた。
【問題点３への対応策】
発注時には町道がなかったため、町道上に位置
する主桁の架設においては単材架設を計画してい

たが、町道上にジョイント位置が来ることから、
吊り金具及びクレーン能力を再検討の上、地組架
設を行った。また、Dランプ橋と町道交差部にお
いて、桁下空間の建築限界の高さ３．８mに対して
道路路面から桁下まで３．６mしか確保できないこ
とから、先述のとおり一般の通行車両および工事
用車両が町道通行時に主桁と衝突するおそれがあ
ったため、衝突防止用にAランプ橋およびDラ
ンプ橋の交差部手前にそれぞれH鋼を門型に組
み立をした衝突防止用の高さ制限装置を設置する
とともに、高さ制限装置の手前数カ所に高さ制限
装置を設置していることを周知するために看板を
設置した。また、現場周辺には電源設備がなかっ
たため、夜間注意喚起用にソーラー式のチューブ
ライトを高さ制限装置に取り付けた結果、工事期
間において高さ制限に衝突する車両もなく無事に
作業を完了することができた（図―７参照）。

図―６ DP２橋脚上の主桁架設状況

図―７ 桁への衝突防止用高さ制限
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４．おわりに

今回の工事では、隣接業者が多数ありヤード条
件が極端に制約され、隣接業者と錯綜する場面も
多々見受けられた架設工事であったが、工法の検
討や他業者と調整を行い無事故・無災害で工事を
完了することができた。当然のことながら今回の
ケースのように、多数の隣接業者がある中での施
工が続いてくるものと予想され、更なる業者間の
工程検討および調整の重要性が高まってくるもの
と思われる。
最後に、今回は隣接業者の方々にも支えられ、
お互いにひっ迫した工程の中での作業ではありま
したが、調整を密に行うことで遅滞することなく
工事を無事に完了することができましたことを、
この場をお借りいたしまして深く御礼申し上げま
す。

図―８ 町道上の地組・架設状況
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